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※端数処理の関係上、構成割合が100%と一致しない場合があります。

職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年４月１日現在）

１４ １１．１
課
長
級

職制上の段階

（人） （％） （段階）

４４ ３４．９
係
員
級

４４ ３４．９
係
長
級

２４ １９．０

４ ３．２

課
長
補
佐
級

4級

１　課長補佐及び主任主査の職務
２　前項の他職務の内容及び責任の
  程度が同等と認められる職務で町
  長が規則で定める職務

２４ １９．０

総務課長
財政課長
政策推進課長
教育次長

１
１
１
１

計

計

２２ １７．５

１　課長及び主幹の職務
２　前項の他職務の内容及び責任の
  程度が同等と認められる職務で町
  長が規則で定める職務

１０ ７．９

１２６ １００

内訳

職名

計

計

計

計

４４ ３４．９

２２ １７．５

課長補佐
事務局次長
館長
所長
統括主任教諭
副室長
主任主査

１０
１
１
１
１
１
９

課長
事務局長
主幹
会計管理者

７
１
１
１

主事
保健師
栄養士

２０
１
１

副主査
副主任保健師
副主任栄養士

２０
１
１

係長
主査
副室長
主任教諭
主任保健師
主任専門員
書記

１６
１６

１
４
３
３
１

等級
等 級 別 基 準 職 務 表 に 規 定 す る
基 準 と な る 職 務

合計

（人） （％）

　合　　　　　　計

3級

１　係長及び主査の職務
２　前項の他職務の内容及び責任の
  程度が同等と認められる職務で町
  長が規則で定める職務

1級

１　主事の職務
２　前項の他職務の内容及び責任の
  程度が同等と認められる職務で町
  長が規則で定める職務

2級

１　副主査の職務
２　前項の他職務の内容及び責任の
  程度が同等と認められる職務で町
  長が規則で定める職務

5級

6級

１　総務課長、財政課長、政策推進課
長
　教育次長及び参事の職務


